
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御嶽山の火山防災対策について協議するため、長野・岐阜両県の市町村、県、国、民間団体等

の関係機関で構成する御嶽山火山防災協議会を開催します。 

（問合せ先） 
担 当 御嶽山火山防災協議会長野県事務局 

（木曽地域振興局 総務管理・環境課） 
    佐口、澤邉 
電 話 0264-25-2213（直通） 
    0264-24-2211（代表）内線 2362 
E-mail  kisochi-kenmin@pref.nagano.lg.jp 

１ 日 時    令和８年２月 10日（火） 午前 10時 30分から正午まで 
 

２ 場 所  木曽合同庁舎 ２階 講堂（長野県木曽郡木曽町福島 2757-1） 

※オンライン併用で開催します。 

３ 内 容 

（１）報告事項 

ア 令和７年度活動報告について 

イ 長野県側における登山道規制緩和等について 

ウ 御嶽山音声到達範囲調査結果について 

エ 御嶽山火山防災マップ改訂に向けた進捗状況について 

（２）協議事項 

ア 御嶽山火山防災協議会規約の一部改正について 

イ 御嶽山火山防災避難計画の一部改正について 

ウ 令和８年度協議会活動計画（案）について 

エ 次期会長及び副会長の選任について 

（３）その他 

ア 御嶽山の活動状況について 

イ 御嶽山の噴火警戒レベル判定基準について 

ウ 小坂口登山ルートの一部新設工事について 

エ 名古屋大学御嶽山火山研究施設からの報告について 
 

４ 参集機関等 

木曽町、王滝村、上松町、高山市、下呂市、消防団、消防本部、長野県、岐阜県、 

長野県警察本部、岐阜県警察本部、気象庁、国土交通省、防衛省、林野庁、民間観光 

団体、山小屋団体、山岳遭難防止対策協議会、バス会社、スキー場運営会社、有識者 

長野県（木曽地域振興局）プレスリリース 令和８年（2026年）２月３日 

 

御嶽山火山防災協議会を開催します 


